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JAあしきた講習会・あさぎり町畜産振興協会講習会を
実施しました。

令和２年２月に①JAあしきた繁殖部会（１３日）と②あさぎり町畜産振興協会須
恵支部女性部の講習会（２１日）を実施しました。

各講習会での当所が実施した講習内容は以下のとおりです。

①「地域衛生管理体制整備事業の成績」

「EBL（地方病性牛白血病）対策について」

②「分娩と新生子牛の管理について」

「EBL（地方病性牛白血病）対策について」

どちらの講習会も参加者の方々は熱心に聴講してくださり、活発な研修となりま
した。今回の研修会内容を生かしていただき、地域の畜産振興の発展の一助となれ
ば幸いです。

①、②
「ＥＢＬ対策
について」

②「分娩と
新生子牛の管理

について」

ＥＢＬとはどのような病気なのか、どうやって牛から牛へ感染していくのか、
病気を無くすにはどうすればいいのかといったことについて説明しました。

子牛の飼養管理として大事な初乳・健康観察・疾病予防について説明し、また
母牛の栄養状態を把握する方法の一つとしてＢＣＳ（ボディコンディションス
コア）のつけ方について紹介しました。
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もう気が付けば年度末になりました。球磨地域に住んで１年ですが、あっという間に１年
たったように感じます。球磨地域での勤務は今回が初めてですが、行ってみたいところがま
だまだたくさんあり、１年では全然回り切れませんでした。また、ゴルフのコースデビュー
も今年初めてできました。結果は散々でしたが、良い天気のなかコースを回るのは気持ちよ
かったです。

近隣諸国における悪性伝染病発生情報

編集後記（H.Y）

死亡牛BSE検査における死亡牛届出書について

熊本県では、現在、死亡牛ＢＳＥ検査要否の判
断を行うため、４８か月齢以上の全ての死亡牛に
ついて「死亡牛届出書（右図）」を「牛を検案し
た獣医師」もしくは「牛の所有者（獣医師の検案
を受けていない場合）」からＢＳＥ検査所（菊池
市蛋白ミール公社内）に提出していただくことと
しております。

適正なＢＳＥ検査実施のため、ご協力のほどを
よろしくお願いいたします。
また、運送業者へ４８か月齢以上の死亡牛の運

送を依頼される場合は、当該業者へ記入済みの死
亡牛届出書を渡し、ＢＳＥ検査所へ提出いただく
ようよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、当所へご連絡く

ださい。

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

高病原性
鳥インフ
ルエンザ

H5N1 ベトナム（4件） 家禽 令和2年(2020年)2月5日
～令和2年（2020年）2月27日H5N6 ベトナム（22件） 家禽

H5N2 台湾（3件） アヒル、地鶏 令和2年(2020)年2月17日、25日

H5N5 台湾（1件） 食鳥処理場 令和2年(2020)年2月12日

H5N2、H5N5 台湾（1件） 地鶏 令和2年(2020)年2月25日

H5N1 中国（1件）
家禽

令和2年(2020)年2月7日

H5N6 中国（1件） 令和2年(2020)年2月12日

ＡＳＦ 韓国(143件) 野生イノシシ
令和2年(2020年)2月1日
～令和2年(2020年)2月29日

令和2年(2020年)3月1日現在

「死亡牛届出書」は下記アドレスからダウンロードできます。
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1343.html


